
業種別シリーズ

2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・
コードでは、22年4月の東証再編後にプライム市場の
上場企業に対し、気候関連財務情報開示タスクフォー
ス（TCFD）またはそれと同等の国際的枠組みに基づ
く気候変動開示の質と量の充実を求めています。
今回、22年7月31日現在の日経225対象銘柄全体
および、そのうち主に食品業、飲料業を営む消費財企
業13社について、有価証券報告書、コーポレート・
ガバナンス報告書、統合報告書等およびこれらの報告
書でリンク先が示されている企業のウェブサイトを調
査対象として、EYにて調査対象媒体のTCFD開示動向
を集計し、分析しました。
なお、文中における意見は全て筆者の私見であるこ
とをあらかじめ申し添えます。

1. 開示の全般的な概要
コーポレートガバナンス・コード補充原則3-1③に
おいてサステナビリティについての取組みの記載が求
められています。多くの消費財企業ではコーポレート・
ガバナンス報告書において自社のサステナビリティに
関する基本的な考え方を示すと共に、TCFD対応を含
む詳細な情報については、他の開示文書または自社の
ウェブサイトを参照させる形式を取っています。また、
より詳細な情報については、ウェブサイト、統合報告
書、サステナビリティレポートなど、企業によって単
独または複数の媒体を選択して開示を行っています。

なお、消費財企業においては、改訂コーポレート
ガバナンス・コードの適用以前よりTCFD開示を積極
的に行っている傾向がありますが、これはサプライ
チェーン全体への影響が大きく、経営戦略に与える影
響が大きいことが背景にあるものと考えられます。

2. TCFD提言に対する開示の状況
TCFD提言の要素である「ガバナンス」「戦略」「リ
スク管理」「指標と目標」の4つの視点で具体的にど
のような開示が行われているかを分析しました。

①ガバナンス
消費財企業においては、サステナビリティ委員会等
の気候変動対応に関する業務推進組織が存在し、気候
変動関連のリスクと機会について定期的に取締役会に
報告する体制を備えている傾向があります。
このうち、業務推進組織の責任者をCEOが務める企
業が69％となっており、CEOを責任者として全社的
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Ⅰ　はじめに

▶図1　気候変動関連目標に対するパフォーマンスは
社内報酬制度と関連していることが明示され
ているか
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な取組みに位置付けている企業が多くなっています。
加えて、61％において、気候変動関連目標に対す
るパフォーマンスが社内報酬制度と関連していること
を明示しており（＜図1＞参照）、日経225対象銘柄
全体の26％と比較してもその割合が高く、取組みに
対する経営管理者の動機付けがなされていることがう
かがわれます。
他方、気候変動に関わりのある外部専門家からなる
アドバイザリーボードを利用していると開示している
企業は7％にとどまっています。

②戦略
TCFD提言では、気候変動によるリスクと機会が企
業にもたらす財務的影響についての情報開示を求めて
おり、多くの企業で国際エネルギー機関（IEA）や気
候変動に関する政府間パネル（IPCC）が公表する情
報を根拠として、1.5℃／2℃シナリオ、4℃シナリ
オの複数シナリオによる分析を行っています。
消費財企業において識別されたリスクのタイプは
＜図2＞のとおりです。なお、1つの企業で複数のリ
スクを識別している場合があるため、母数の合計が13

以上となっています。カーボンプライシングに関して
は、業種にかかわらず識別されるリスクであると考え
られる一方で、消費財企業としては、異常気象（急
性）、資源の調達を識別しているケースが多く、この
中には水害等による生産拠点への影響、主要原材料の
収量の減少等が含まれています。
財務的な影響については、61％が何らかの形で定
量的な記載を行う一方で、定性的な開示にとどまる企
業、財務的影響について開示がない企業も35％存在
しています。定量的な開示があるケースについては、
純損益に与える影響がマイナスとなっている開示が多
く、リスクに比べ機会の定量的な開示が少ないものと
考えられます。

③リスク管理
気候変動リスクについて、組織がどのように識別・
評価・管理しているかについて記述することとなりま
すが、消費財企業においては全ての企業で気候変動リ

スクに関する社内での評価プロセスが記載されている
一方、社内での評価基準を開示している企業は8社、
統合型リスク・マネジメント・プロセスで気候関連要
因が他のリスクと機会とともに検討されている企業は
7社となっています。ただし日経225全体では社内の
評価基準の開示が30％程度にとどまっていることと
比較すると、評価軸の記載に関しても積極的な開示が
行われているということができます。

④指標と目標
文章による記述または図表を用いて、評価基準年度、
削減目標とターゲット年度を明示した上で、長期にお
いてネットゼロを達成するという開示パターンが12

社において見られました。CO2排出量に関しては、ス
コープ1・2までの開示を行っている企業が5社、ス
コープ3までの開示を行っている企業が5社となって
おり、削減目標の開示と併せて、日経225全体と整
合的な結果になっています。

消費財企業においては、日経225対象銘柄全体の
開示傾向と比較して、TCFD提言における「ガバナン
ス」における組織体制、「戦略」に関する定性的な情
報の開示、「指標と目標」における削減目標に関して、
多くの企業でその取組みが進められていることがわか
ります。
今後は、機会に関する財務的な影響、削減目標にお
けるアクションごとの目標設定など、より具体的な内
容に関しても開示が進んでいくものと考えられます。

Ⅲ　おわりに

お問い合わせ先
EＹ新日本有限責任監査法人
消費財セクター
E-mail：tomoyuki.ogawa@jp.ey.com
サステナビリティ開示推進室
E-mail：sd.office@jp.ey.com

▶図2　識別された気候変動リスク
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